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会   議   録 

名  称 令和元年度第６回目黒区男女平等・共同参画審議会 

日  時 令和元年１０月２５日（金） 午後６時３０分～午後８時３０分 

会  場 目黒区総合庁舎本館１階 Ｅ会議室 

出 席 者 

（委員）神尾、小出、岩田、小林、山田、石塚、大本、佐藤、日吉、戸口、 

福田、宮田 

（区側）区長、総務部長、人権政策課長、事務局 

傍 聴 者 なし 

配布資料 

１ 令和元年度目黒区男女平等・共同参画審議会 予定表（下半期）（案） 

 資料１ 

２ 男女平等・共同参画推進に向けての主なあゆみ 資料２ 

３ 男女平等・共同参画推進計画改定に向けての意見シート 資料３ 

４ 平成３０年度 男女平等・共同参画の推進に関する年次報告書 

５ 令和元年度第５回男女平等・共同参画審議会会議録 

会議次第 

１ 開会 

２ 諮問 

社会情勢の変化に対応した「目黒区男女平等・共同参画推進計画」の改定の

考え方について 

３ 区長あいさつ等 

（１）区長あいさつ 

（２）人事異動紹介 

４ 諮問内容の検討 

（１）計画改定小委員会委員長・副委員長紹介 

（２）計画改定小委員会委員の分担及び今後の審議の予定 

（３）計画改定に向けての意見シートについて 

５ 改正条例骨子案について 

６ その他 

７ 閉会 

会議の結

果及び主

要な発言 

１ 開会 

会長が司会・進行 

定足数の確認、傍聴者の確認 

２ 諮問 

社会情勢の変化に対応した「目黒区男女平等・共同参画推進計画」の改定の

考え方について 

・区長が会長に諮問文を渡す 

・諮問後、諮問文の写しを会長以外の各委員に配布 

３ 区長あいさつ等 
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（１）区長あいさつ 

（２）人事異動紹介 

総務部長の人事異動を事務局が紹介 

４ 諮問内容の検討 

（１）計画改定小委員会委員長・副委員長紹介 

委員長に小出副会長、副委員長に久保委員が就任したことを会長が紹介 

（２）計画改定小委員会委員の分担及び今後の審議の予定 

○今後の審議予定について、資料１により会長が説明 

○計画改定小委員会の役割分担を委員長が説明。担当は以下のとおり 

 

（３）計画改定に向けての意見シートについて 

○各委員が自身の意見シート（資料３）の内容を５分程度で説明 

○欠席委員の意見シートは会長が紹介 

○意見シート未提出の委員からの意見は以下のとおり 

・国の第４次男女共同参画基本計画では、現状についての統計データが記

載されており、審議会等への女性の参加状況について、例えば自然科学

分野の研究者の採用に占める女性割合や日本学術会議の会員に占める女

性の割合はそれぞれ２５．５％と２３．３％にとどまっている。このよ

うなことを踏まえると、区の科学系の審議会における学識経験者につい

ては、有識者の割合を女性と男性が３対７だと仮定して、目黒区が４対

６になっていれば、評価できると言える。どうしても女性比率が５０％

でなければならないという目標設定の仕方ではなく、その分野の状況を

踏まえた目標を設定することについても検討してよいのではないか。 

・男女平等を主目的とするもの以外の施策について、例えば、女性の健康

を維持することが男女平等・共同参画を達成するためになぜ必要なのか

を明確にした方がよい。男性の健康も推進すべきとも考えられるためで

ある。国の基本計画にはそれについての説明が記載されている。その説

明がない中で、このような施策が区の推進計画に記載されていても、な

ぜこの施策が記載されているのかがわからないのではないか。子どもの

人権を守ることについても同様である。男女平等・共同参画の視点で各

施策を見直すことも必要であると思う。 

・区が直接実施できる取組と、啓発活動を通じて社会に働きかける取組は

全く別であることを明確にした方がよい。今回の計画改定では、その視

点をもう少し意識して取り組むべきである。例として、区立学校に対す

る取組は教育委員会を通じて直接的に行えるが、私立学校に対する取組

は啓発活動になる。 

・企業等の管理職に女性枠を設けても手を挙げる女性がいないという話が

あったが、枠を設けておくのでチャレンジしてくださいという企業の意

項目 全体総括 総論 大項目１ 大項目２ 大項目３ 大項目４ 

担当委員 小出委員 神尾委員 石塚委員 日吉委員 福田委員 久保委員 
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思を示す意味もある。 

・働き方について、以前の雇用機会均等法では、女性の働き方を男性の働

き方に合わせるためにどのようなことをするべきかという視点だった

が、現在は、性差別禁止法により性差別的取扱いが禁止され、男女双方

が保護の対象になった。男女平等とは何だろうかということを考えるに

は、男性の働き方も見なければならないと思う。 

・行政の施策は、国・都・区の３段階あり、区がどこまでできるかを考え

ながら計画を改定してほしい。 

・男性の介護参加率は育児よりは高いが、育児に男性がかかわることがど

のようにプラスになるかを啓発する必要がある。 

・アンケートについて、男女平等が進んでいるかを尋ねる質問に対する答

えは、何を基準にするかによって変わる。区民に聞くアンケートでは、

男女平等に厳しい人が見ればまだまだというものであり、それ程厳しく

求めない人にとっては概ね問題がないという回答になる。それを踏まえ

ると、捉え方がそれぞれ異なる中で回答結果が数値になってしまう点が

アンケートの難しさであり、そのことも考えていかなければならない。

アンケート調査の結果が良いものになったとしても、それが本当に実態

を表しているとは限らない点が課題である。 

○計画改定で盛り込むべき内容についての意見交換 

（委員） 国や都の計画等を踏襲していては、東京都の中でのナンバー１などに

はなれないのではないか。目黒区にしかできないことやオリジナリティ

があれば、国や都の計画にないことでも推し進めてよいのではないか。

都内で目黒区が何かをリードしていきたいということであれば、少し違

った方向から見つめ直す必要があるのかもしれない。 

（委員） 目黒区のオリジナリティとしては、事業評価の部分が挙げられると思

う。この規模で毎年意識調査をして進捗状況の評価をしているのは他に

あまり例がない。推進計画の内容自体のオリジナリティという点ではま

だ余地はあると思う。 

（委員） 国だけではなく、国連の統計で男女平等について１位になっているア

イスランドの例を参考にするのも方法ではないか。 

（委員） 形式的平等を図らなければならない時代は終わっている。実質的な平

等を確保するためには、なぜ不平等が生じたのかという歴史的な背景に

ついて学ぶ必要がある。その歴史的な背景に基づく様々な格差がある中

で、目黒区は何ができるかを話し合うのが私達の役割であると思う。 

（委員） アイスランドにおいても男女格差はあるという意見がある。例えば、

メディアが一般の人にインタビューする際、６、７割は男性にインタビ

ューを行うようであり、国際情勢を問うようなインタビューについては

特にその傾向が強いようである。育児についてのインタビューを行う際

は女性に聞くことが多い。給与格差について、男性が行う仕事は危険が

伴うことも多く、女性の比率が高い看護師や保育士よりも男性が担うこ

とが多い配管工や建設業者などは危険が高い分、給与も高くなってお
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り、その差は今後も埋まらないのではないかという話合いもあるようで

ある。どうしても埋まらないものがある反面、埋められる部分もあると

思うので、そのようなことについて計画に盛り込んでいければよいので

はないか。 

（委員） 今の給与格差の話について、その差は男女の差ではなく、仕事の性質

による差であり、男女差別とは少し異なる問題であると思う。しかし、

人と接するような仕事は賃金が低く設定されることが多く、女性が多く

就いている仕事でもある。一方で、力仕事のような男性に適した仕事の

賃金が高いという傾向もある。アイスランドでは、法律で使用者に賃金

格差を調べさせ、格差があれば是正するよう義務付けている。北欧諸国

など、人口の少ない国ではそのような対応を行いやすいが、日本の人口

規模を考えると同じ方法をとるのは難しい。 

男女差別の根底には育児休業があると思う。育児休業を主に女性が取

得することを踏まえると、企業側は女性を採用すると育児休業によりそ

の分のコストが女性に片面的にかかることが男女差別を生む一因になっ

ている。男性も同じように取得するようになれば、その部分でのコスト

に差がなくなり、男女格差の縮小につながる。 

（委員） 業種による賃金格差について、介護職や保育職は低賃金といわれてい

る。その二つの分野は、一昔前までほとんど女性が担っていた分野であ

り、賃金を決める立場にある主に男性経営者層がそれらの仕事を低く評

価していることが背景にあるのではないかと思う。介護士や保育士に男

性がいてもその賃金は他業種と比べて低くなるが、主に女性が担ってい

た仕事について正当な評価がされていないように思える。 

（委員） 介護サービスを受ける人の中でもそのような意識を持っている方はい

ると思う。事業者も介護士の職業的な地位を向上させる取組に対して資

金を振り向けている余裕はなく、慢性的な人手不足に陥っているのが喫

緊の課題である。 

（委員） 高額な入所一時金を支払うような施設には男性職員が多いように思

う。コストの理論はそこでも働いているように見える。 

（委員） 小学校ＰＴＡ連合会では、今年度の研修内容に家族の変化についての

講演があり、夫自身がどの程度家事をしているかの意識について、ゴミ

出しをしていると認識している人がいた一方、妻側からは、ゴミ出しは

家事という程のものではないという意見が多かった。この結果から家事

に対する意識の違いが見える。職場で夫の意識改革につながる取組をし

てもらわないと夫の意識改革にはつながらないと思う。 

（委員） 親子教室を設けることで、男性の意識改革になることはもちろん、子

どもが父親も家事をするのが当たり前であると認識する機会になる。そ

のためにも、親子教室はよいのではないか。 

（委員） 前回の計画改定時は、区の財政状況が良くなく、予算について厳しい

状況であった。今後、答申に向けて検討する中で、予算にかなりの制約

があるなら的を絞って答申に盛り込んでいくことになるが、現在の状況
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はどうだろうか。 

（区側） 依然として厳しい状況である。男女平等・共同参画を含めた人権施策

については、国や都の施策との整合を図りながら効率的に取り組んでい

くことが基本的な考え方になっているが、男女平等・共同参画にどうし

てもこの施策が必要であるというものについては、他の施策の効率化等

も考え、予算計上を検討していかなければならないものであると考えて

いる。 

（区側） 平成２４年度から平成２６年度までの期間は、緊急財政対策を実施し

ており、危機的な状況であった。現在はその状況からは脱したが、待機

児童対策に巨額の予算を投じる必要があるほか、増加傾向にある扶助費

等の義務的経費については減らすことができない。一時的に税収は増え

ているが、それも数年内にピークを迎え、人口構造の変化に伴い、その

後は反転していくことが見込まれている。そのため、本当に必要なもの

については予算を計上できるが、状況は依然として厳しいこともご理解

いただきたい。 

５ 改正条例骨子案について 

現在、パブリックコメントを実施している条例改正の骨子案について、事務

局が説明 

（委員） 当審議会の答申を受けて作成された骨子案だと思うが、現行条例が参

考資料として添付されている一方、審議会答申が添付されていないのは

なぜか。 

（区側） パブリックコメントは審議会の答申を踏まえて区として作成した骨子

案について実施しており、直接の資料としては添付していない。資料と

して添付すると審議会答申に対する意見も生じ、どちらに対する意見か

わかりづらく、区の他のパブリックコメントの例等によって実施してい

る。ホームページには関連資料として添付しており、また、当審議会か

ら答申を受けて骨子案を作成していることについては、経緯として骨子

案にも記載している。 

（委員） 答申に対する意見でも条例改正に対する意見と言えるのではないか。 

（区側） 区が作成したものに対して行うパブリックコメントとして骨子案を対

象としている。 

６ その他 

次回の審議会の予定 

・次回は１２月１３日の１８時３０分から総合庁舎内で開催（非公開予定） 

・会場は別途開催通知で案内する 

７ 閉会 

以  上 

 


